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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成19年６月28日に提出いたしました有価証券報告書 第６期（自 平成18年４月１日  至 平成19年３

月31日）の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を

提出するものであります。 

  

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

 第４ 提出会社の状況 

３ 配当政策 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  
第一部 【企業情報】 

第４ 【提出会社の状況】 

３ 【配当政策】 

  
（訂正前） 

当社グループでは、今後とも企業価値向上に向けた経営改革に努め、公的資金の早期返済を実現したい

と考えており、この観点から、内部留保の蓄積を優先し利益の社外流出は極力抑制することを基本的な方

針としております。従いまして、優先株式は所定の配当、普通株式配当も今後の収益状況等を踏まえたう

え、平成１8年３月期の配当額を基本とした安定配当に努めることといたします。 

当事業年度の配当につきましても、かかる方針に従って決定しております。 

これらの配当は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によ

って定めるものとしております。 

また、当社は中間配当をすることができる旨を定款に定めております。 

（以下省略） 

  
  
（訂正後） 

当社グループでは、今後とも企業価値向上に向けた経営改革に努め、公的資金の早期返済を実現したい

と考えており、この観点から、内部留保の蓄積を優先し利益の社外流出は極力抑制することを基本的な方

針としております。従いまして、優先株式は所定の配当、普通株式配当も今後の収益状況等を踏まえたう

え、平成１8年３月期の配当額を基本とした安定配当に努めることといたします。 

当事業年度の配当につきましても、かかる方針に従って決定しております。 

これらの配当は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によ

って定めるものとしております。 

また、当社は中間配当をすることができる旨を定款に定めておりますが、配当回数は、期末配当の年１

回とする予定としております。 

（以下省略） 


